
経理情報●2026.5.1（No.1775）10

保
管
費
用
や
棚
卸
費
用
を
誰
が
負
担
す
る
か

金
型
等
の
無
償
保
管
を

め
ぐ
る
取
適
法
上
の
留
意
点

第１章 ２
０
２
６
年
1
月
1
日
、「
下
請
代
金
支
払
遅
延
等
防
止
法
」

（
下
請
法
）が「
製
造
委
託
等
に
係
る
中
小
受
託
事
業
者
に
対
す

る
代
金
の
支
払
の
遅
延
等
の
防
止
に
関
す
る
法
律
」（
以
下
、「
取

適
法
」と
い
う
）と
し
て
改
正
・
施
行
さ
れ
た
。
取
適
法
で
は
、

従
業
員
数
基
準
の
追
加
、
取
引
類
型
の
追
加
、
価
格
協
議
の
対

応
強
化
、手
形
払
の
禁
止
等
の
実
務
上
重
要
な
改
正
が
行
わ
れ
、

中
小
企
業
を
保
護
す
る
法
的
環
境
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
環
境
の
な
か
で
、
公
正
取
引
委
員
会
が
、
無
償
保
管
な

ど
の
金
型
等
の
取
扱
い
に
関
し
て
、
積
極
的
な
執
行
を
行
っ
て
い

く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

そ
こ
で
、
本
特
集
で
は
、
無
償
保
管
を
は
じ
め
と
す
る
金
型

等
を
め
ぐ
る
法
的
問
題
点
を
体
系
的
に
整
理
す
る
と
と
も
に
、

ト
ラ
ブ
ル
予
防
の
た
め
の
実
践
的
方
策
に
つ
い
て
解
説
す
る
。

【
こ
の
章
の
エ
ッ
セ
ン
ス
】

●
部
品
等
の
発
注
を
長
期
間
行
わ
な
い
な

ど
の
事
情
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

部
品
等
の
製
造
に
用
い
る
金
型
等
を
中

小
受
託
事
業
者
に
無
償
で
保
管
さ
せ
る

こ
と
は
、取
適
法
に
違
反
す
る
お
そ
れ

が
あ
る
た
め
、金
型
等
の
保
管
費
用
を

支
払
う
必
要
が
あ
る
。

●
中
小
受
託
事
業
者
に
対
し
て
、金
型
等

の
棚
卸
作
業
を
求
め
る
場
合
に
は
、当

該
棚
卸
作
業
に
要
し
た
費
用
を
支
払
う

必
要
が
あ
る
。

総
　
論

金
型
等
を
取
引
先
に
無
償
で
保
管
さ
せ

る
こ
と
が「
不
当
な
経
済
上
の
利
益
の
提

供
要
請
」に
該
当
し
、
下
請
法
に
違
反
す

る
こ
と
は
、「
下
請
取
引
適
正
化
推
進
講
習

会
テ
キ
ス
ト
」や「
下
請
代
金
支
払
遅
延
等

防
止
法
に
関
す
る
運
用
基
準
」に
お
い
て

明
示
さ
れ
、
周
知
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
金
型
等
を
取
引
先
に
無

償
で
保
管
さ
せ
る
商
慣
習
が
長
年
存
在
し

て
お
り
、一
部
の
立
場
の
弱
い
受
注
者
は
、

発
注
者
に
対
し
て
、
倉
庫
ス
ペ
ー
ス
を
無

償
で
提
供
し
、
金
型
等
の
保
管
を
強
い
ら

れ
る
と
い
う
の
が
実
態
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
商
慣
習
に
対
し
て
、
公
正

取
引
委
員
会
は
、
２
０
２
３
年
３
月
に
金

型
等
の
無
償
保
管
を
理
由
と
し
た
初
め
て
の

勧
告
を
出
し
て
以
降
、
２
０
２
３
年
度
に
は

３
件
、
２
０
２
４
年
度
に
は
９
件
、
２
０

２
５
年
度
に
は
24
件
の
金
型
等
の
無
償
保

管
を
理
由
と
す
る
勧
告
を
出
し
て
い
る
⑴
。

こ
れ
は
類
例
の
な
い
ペ
ー
ス
で
の
勧
告
で
あ

り
、
こ
の
よ
う
な
商
慣
習
に
対
し
て
公
正

取
引
委
員
会
が
執
行
・
摘
発
を
強
化
し
て

い
る
姿
勢
が
表
れ
て
い
る
。

公
正
取
引
委
員
会
の
Ｈ
Ｐ
に
掲
載
さ
れ

て
い
る「
よ
く
あ
る
質
問
コ
ー
ナ
ー
（
取

適
法
）」（
以
下
、「
取
適
法
Ｑ
Ａ
」と
い
う
）⑵

の
Ｑ
119
で
は
、「
当
社
は
、
部
品
の
製
造
を

委
託
し
て
い
る
中
小
受
託
事
業
者
に
、
そ

の
製
造
に
用
い
る
金
型
を
保
管
し
て
も

ら
っ
て
い
る
が
、
不
当
な
経
済
上
の
利
益

の
提
供
要
請
に
該
当
す
る
か
」と
の
質
問

に
対
し
て
、
図
表
１
の
考
え
方
が
示
さ
れ

て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
中
小
受
託
事
業
者
に
部
品

等
の
発
注
を
長
期
間
行
わ
な
い
な
ど
の
事

情
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
中
小
受
託
事

業
者
に
金
型
等
を
保
管
さ
せ
る
と
き
に

は
、
委
託
事
業
者
は
、
中
小
受
託
事
業
者

と
協
議
の
う
え
、
保
管
期
間
中
に
発
生
し

た
保
管
費
用
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、仮
に
保
管
費
用
を
支
払
う
こ
と
な
く
、

長
期
間
使
用
し
て
い
な
い
金
型
等
を
中
小

受
託
事
業
者
に
無
償
で
保
管
さ
せ
て
い
る

場
合
に
は
、「
不
当
な
経
済
上
の
利
益
の
提

供
要
請
」（
取
適
法
５
②
二
）に
該
当
し
、

取
適
法
に
違
反
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
。

取
適
法
Ｑ
Ａ
で
は
、
委
託
事
業
者
の
な


